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研究要旨：本研究は、災害関連死に関する国内文献をレビューし、生活困窮者への言及の有無

と実態把握の可能性を検討した。69 件の文献をレビューした結果、生活困窮者への明確な記

述はごくわずかであった。多くの文献は高齢者など要配慮者に焦点を当てており、生活困窮者

に関する実証的データは乏しいことが示唆された。今後は災害派遣福祉チーム（Disaster 

Welfare Assistance Team: DWAT）の活動記録や福祉事務所の生活保護データを活用

した調査体制の構築が重要となることが示唆された。 

 

Ａ．研究目的 

 自然災害に起因する健康への影響を予防し、

有効な介入策を策定するため、通常の公衆衛

生課題の解決にも匹敵する質の高い科学的エ

ビデンスの蓄積が必要不可欠である。特に日

本は、東日本大震災や令和 6 年能登半島地

震などの地震災害だけでなく、台風や豪雨等

に伴う頻繁な自然災害が発生する地理的特性

を有していることから、災害医学や公衆衛生分

野における疫学研究を国際的にリードし、エビ

デンスを形成し国際貢献できる国である。世界

保健機関（WHO）は災害対策においてガイドラ

インを策定し、その中でも災害時の脆弱集団を

対象とした研究の重要性を強調している。日

本では、災害対策基本法において、災害への対

応が脆弱になりやすく、支援を要する災害時要

配慮者を一部定義づけするとともに、災害関

連死を「当該災害による負傷の悪化又は避難

生活等における身体的負担による疾病により

死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭

和 48 年法律第 82 号)に基づき災害が原因

で死亡したものと認められたもの」と定義して

きた。しかしながら、災害対策基本法における

災害時要配慮者の中に、有事に生活が破綻す

ることが想定される生活困窮者に関する言及

はなく、さらに定義に基づく災害関連死を生活

困窮者集団がどの程度経験しやすいのか、そ

の実態は十分に明らかになっていない。 

そこで本研究では、災害関連死に関する既存

の国内文献を整理し、文献内で生活困窮者へ

の言及があるかに着目するとともに、生活困

窮者の災害関連死の実態を明らかにする方法

を検討することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

2024 年 8 月に、医学中央雑誌を用いて

「災害関連死」をキーワードに文献を検索した。

該当した 122 件の文献のうち 60 件が会議

録、47 件が総説記事、残りの 15 件が原著論

文・症例報告であった。本研究では、既存の概

念では明示されていない生活困窮者に対する

言及を少しでも多く拾い上げることを目的に、

会議録を含めて文献を可能な範囲で取り寄

せ、入手可能な文献合計 69 件をレビューした

（表を参照）。 

 

Ｃ．研究結果 



 

ほとんどの文献では、災害関連死の主因と

して高齢者や障がい者、要介護者など災害時

要配慮者への支援不足や避難生活の過酷さが

挙げられていた。生活困窮者に明確に言及し

たものとしては、小林（2023）による「災害関

連死ゼロを目指した保健医療福祉の連携」が

あり、福祉対象として生活困窮者を記し、災害

関連死の多くを要配慮者が占める実態を示し

ていた。また、災害後に医療・福祉・保健の多職

種連携が果たす役割の重要性を指摘してお

り、生活困窮者を含む脆弱層への支援が災害

関連死の抑制に不可欠であると論じていた。し

かしながら、生活困窮者の災害関連死に関わ

る要因や実態を十分に記述しているものはな

かった。 

 

Ｄ．考察と結論 

 文献レビューした結果によると、生活困窮者

と直接的に記述した文献は極めて少なく、潜在

的な支援対象としての扱いに留まって伊いる

ことが示唆された。生活困窮者は、健康の社会

的決定要因の考えから、避難所生活の長期化

や基礎疾患の悪化、心理的ストレスにより災害

関連死のリスクが高いと推測されるにも関わ

らず、データとしての可視化や分析が不十分で

あることが示唆され、生活困窮者に焦点を当

てた相談記録の分析や、疫学的調査が必要で

あることが示唆された。 

そのようなデータとして活用可能性がある

ものとして、災害派遣福祉チーム（Disaster 

Welfare Assistance Team: DWAT）な

どを中心とした災害発生後のソーシャルワーク

の記録が挙げられる。かつて東日本大震災の

際に、日本医療ソーシャルワーカー協会が行っ

た石巻市における支援の記録を用いること

や、2024 年に生じた能登半島地震における

活動の記録などがそれに該当しうる。しかし、

これらは一般的に入手可能な形式で整備され

ておらず、系統的な支援記録の入手方法を検

討する必要がある。 

その一方で、生活困窮者に関する厳密な定

義づけは難しいため、生活保護制度の利用者

のように法律や制度に基づいて生活困窮者に

該当する集団として定義し論じることも必要と

なるだろう。その場合に活用可能なデータは福

祉事務所等における公的な支援記録およびシ

ステムのデータである。災害後に記録が残って

いる限りであることは避けられないが、福祉事

務所における生活保護システムのデータを利

活用しつつ、災害関連死の認定データとの個

人単位での連結ができれば、どのような生活

困窮者が災害関連死を経験しやすいのかの実

態をさらに検討可能であり、その対策を災害

対策の中に位置付けることができると考えら

れた。生活困窮者を対象に災害関連死を検証

する場合には、今後上記のようなデータ基盤の

生成が重要になるだろう。 
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